


［生活扶助基準］

※ 生活扶助基準は、１級地－１（例えば東京23区）の例。単身世帯。

中国残留邦人等に対する支援策のスキーム

支援法の改正［残留邦人世帯の生活費］

［平成２０年度からの新たな支援策］

① 満額の基礎年金
を支給。
この年金は、支援

給付と併給。

① 満額の老齢基礎年金等の支給
② 支援給付の支給

80，820円
生活扶助費
58,818円

年金
(20年当時)
22,002円

支援給付
80,140円

年金
65,541円

② 生活保護とは別
途の法律に基づく
支援給付。
生活費のみなら

ず、住宅費用、医
療費、介護費用な
ども個々の世帯の
状況に応じて対応。

現在

［２０年３．３１まで］


